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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　当社は、当社連結子会社である株式会社日本抵抗器大分製作所の元従業員により同社の現預金の着服、私的流用の疑

いを把握し、本件に関して、外部の弁護士・税理士を含む調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。

　調査委員会の調査の結果、当該元従業員による現預金の私的流用及び当該事実の発覚を防ぐための隠蔽工作が行われ

ていたことが判明いたしました。

　これに伴い当社は、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表および財務諸表ならびに

四半期連結財務諸表等で対象となる部分について、訂正することといたしました。

　また、訂正に際しては、過年度において重要性がないため訂正を行っていなかった事項の訂正も併せて行っておりま

す。

　これらの決算訂正により、当社が令和４年５月13日に提出いたしました第75期第１四半期（自　令和４年１月１日　

至　令和４年３月31日）四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、これを訂正するため、四半

期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、仰星監査法人により四半期レビューを受けており、そのレビュー報

告書を添付しております。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

　　　第１　企業の概況

　　　　１　主要な経営指標等の推移

　　　第２　事業の状況

　　　　２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

　　　　　（1）財政状態及び経営成績の状況

　　　第４　経理の状況

　　　　　２　監査証明について

　　　　１　四半期連結財務諸表

　　　　　（1）四半期連結貸借対照表

　　　　　（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

　　　　　　　 四半期連結損益計算書

　　　　　　　　 第１四半期連結累計期間

　　　　　　　 四半期連結包括利益計算書

　　　　　　　　 第１四半期連結累計期間

　　　　注記事項

　　　　　（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　　（収益認識関係）

　　　　　（１株当たり情報）

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、

訂正後のみを記載しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第74期

第１四半期連結
累計期間

第75期
第１四半期連結

累計期間
第74期

会計期間

自　令和３年
　　１月１日
至　令和３年
　　３月31日

自　令和４年
　　１月１日
至　令和４年
　　３月31日

自　令和３年
　　１月１日
至　令和３年
　　12月31日

売上高 （千円） 1,451,169 1,645,503 6,193,251

経常利益 （千円） 48,407 57,211 106,437

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失（△）

（千円） 17,873 △3,849 30,078

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 87,144 69,144 142,018

純資産額 （千円） 1,799,610 1,886,422 1,854,400

総資産額 （千円） 7,195,919 7,658,515 6,853,589

１株当たり四半期（当期）純利益

又は１株当たり四半期純損失

（△）

（円） 14.44 △3.11 24.31

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 20.5 19.7 21.9

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間

の期首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等

を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
 
(1）財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ロシアによるウクライナ侵攻及びロシアに対する各国政府の

経済制裁による影響を受け、これまでにも増して先行きが不透明な状況が続いております。また、今回の軍事侵攻

に端を発して半導体需給がさらに逼迫すると同時に、エネルギー価格や原材料価格がより一層高騰することが懸念

されております。また、米国の利上げによる日米金利差の拡大により、円安が進行しており、原材料の輸入価格が

上昇しております。

　この様な経済情勢のもと、当社グループでは脱炭素社会への取り組みとして欧州・中国市場での自動車関連向け

の電子部品、産業機器市場向けの電子部品の受注拡大に努めるとともに、高い品質、高い信頼性を必要とされる市

場への販路拡大を進めております。同時に、工程の自動化、省力化によるコスト削減を進めながら、新製品の開発

に努め、収益力の強化に取り組んでまいりました。

 

　当第１四半期連結累計期間の売上高は1,645百万円（前年同四半期比13.4％増）となりました。

　地域別の内訳を示しますと、日本国内では1,348百万円、アジアでは132百万円、欧州では155百万円、その他地

域では８百万円となりました。半導体製造装置用電子機器、産業機器用電流センサー等の受注が堅調に推移してお

り、売上高は前年同四半期比194百万円増加しております。

　また、利益面では、売上高の前年同四半期比増加に伴い、営業利益は51百万円（前年同四半期比24.2％増）、経

常利益は57百万円（同18.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純損失は３百万円（前年同四半期は親会社株主に

帰属する四半期純利益17百万円）となりました。

　セグメントの経営成績につきましては、当社グループは電子部品の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。

 

②財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比較して804百万円増加し、7,658百万円

となりました。変動の主なものは、現金及び預金の516百万円の増加、電子記録債権の109百万円の増加、原材料及

び貯蔵品の180百万円の増加であります。

　負債合計は、前連結会計年度末と比較して772百万円増加し、5,772百万円となりました。変動の主なものは、短

期借入金の685百万円の増加、長期借入金の105百万円の増加であります。

　純資産合計は、前連結会計年度末と比較して32百万円増加し、1,886百万円となりました。変動の主なものは、

為替換算調整勘定の41百万円の増加であります。

 

(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

(3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更

はありません。

 

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は78百万円であります。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 2,000,000

計 2,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（令和４年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（令和４年５月13日）

上場金融商品取引所名又は登録認
可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 1,240,000 1,240,000

東京証券取引所

市場第二部（第１四半期会計期間

末現在）

スタンダード市場（提出日現在）

単元株式数

100株

計 1,240,000 1,240,000 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

令和４年１月１日～

令和４年３月31日
― 1,240,000 ― 724,400 ― 131,450

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができま

せんので、直前の基準日である令和３年12月31日の株主名簿により記載しております。

 

①【発行済株式】

    令和４年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 2,600

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,231,400 12,314 －

単元未満株式 普通株式 6,000 －
100株（１単元）未満の

株式である。

発行済株式総数  1,240,000 － －

総株主の議決権  － 12,314 －

（注）１．「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式３株が含まれております。

２．「完全議決権株式（その他）」の「株式数」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式100株が含まれ

ております。また、「完全議決権株式（その他）」の「議決権の数」欄には、この株式に係る議決権の数

１個が含まれております。

 

②【自己株式等】

    令和４年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数
（株）

他人名義所有
株式数
（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱日本抵抗器製作所
富山県南砺市北野2315番

地
2,600 － 2,600 0.21

計 － 2,600 － 2,600 0.21

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（令和４年１月１日から令

和４年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（令和４年１月１日から令和４年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表については、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(令和３年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(令和４年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,415,779 1,931,791

受取手形及び売掛金 ※２ 908,401 905,220

電子記録債権 ※２ 834,696 944,145

商品及び製品 256,954 321,257

仕掛品 78,609 76,770

原材料及び貯蔵品 1,432,899 1,613,150

未収入金 185,040 144,056

その他 24,245 13,731

貸倒引当金 △35,097 △41,699

流動資産合計 5,101,531 5,908,425

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,748,242 1,756,005

機械装置及び運搬具 1,308,444 1,375,505

工具、器具及び備品 851,296 859,780

土地 300,006 300,006

リース資産 87,273 73,282

減価償却累計額 △3,054,773 △3,116,730

有形固定資産合計 1,240,490 1,247,850

無形固定資産 13,448 12,654

投資その他の資産   

投資有価証券 225,949 224,744

繰延税金資産 137,233 129,480

長期未収入金 31,400 38,900

その他 131,982 133,095

貸倒引当金 △31,400 △38,900

投資その他の資産合計 495,166 487,320

固定資産合計 1,749,105 1,747,825

繰延資産 2,952 2,264

資産合計 6,853,589 7,658,515
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(令和３年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(令和４年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 850,972 873,279

電子記録債務 597,455 603,371

短期借入金 1,489,912 2,175,629

１年内償還予定の社債 175,000 42,500

リース債務 6,398 5,259

未払法人税等 8,545 27,209

受注損失引当金 6,791 8,952

賞与引当金 － 40,946

その他 179,935 223,235

流動負債合計 3,315,012 4,000,382

固定負債   

社債 150,000 140,000

長期借入金 1,132,671 1,238,617

リース債務 6,547 5,808

退職給付に係る負債 374,225 378,929

その他 20,732 8,354

固定負債合計 1,684,176 1,771,709

負債合計 4,999,188 5,772,092

純資産の部   

株主資本   

資本金 724,400 724,400

資本剰余金 207,448 207,448

利益剰余金 428,179 387,208

自己株式 △3,793 △3,793

株主資本合計 1,356,234 1,315,263

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,634 9,377

為替換算調整勘定 140,258 181,989

その他の包括利益累計額合計 145,892 191,367

非支配株主持分 352,273 379,792

純資産合計 1,854,400 1,886,422

負債純資産合計 6,853,589 7,658,515
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　令和３年１月１日
　至　令和３年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　令和４年１月１日
　至　令和４年３月31日)

売上高 1,451,169 1,645,503

売上原価 1,119,765 1,269,179

売上総利益 331,404 376,323

販売費及び一般管理費 290,116 325,047

営業利益 41,288 51,276

営業外収益   

受取利息 331 302

不動産賃貸料 9,375 9,345

為替差益 10,026 3,670

その他 2,415 3,792

営業外収益合計 22,147 17,111

営業外費用   

支払利息及び手形売却損 6,265 6,172

賃貸資産減価償却費等 6,927 4,064

その他 1,835 939

営業外費用合計 15,027 11,176

経常利益 48,407 57,211

特別損失   

固定資産除却損 － 0

貸倒引当金繰入額 2,600 7,500

特別損失合計 2,600 7,500

税金等調整前四半期純利益 45,807 49,711

法人税、住民税及び事業税 20,116 24,997

法人税等調整額 △1,438 8,622

法人税等合計 18,677 33,619

四半期純利益 27,130 16,091

非支配株主に帰属する四半期純利益 9,257 19,940

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
17,873 △3,849
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　令和３年１月１日
　至　令和３年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　令和４年１月１日
　至　令和４年３月31日)

四半期純利益 27,130 16,091

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16,214 △585

為替換算調整勘定 43,801 53,638

その他の包括利益合計 60,015 53,052

四半期包括利益 87,144 69,144

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 62,012 41,625

非支配株主に係る四半期包括利益 25,133 27,518
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。

・当社グループが買い戻す義務を負っている有償支給取引について、従来は支給時に当該支給品の消滅を認識して

おりましたが、有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存

する支給品の期末棚卸高相当額について有償支給取引に係る負債を認識する方法に変更しております。

・顧客から製造のために使用する原材料等の支給を受け、加工を行ったうえで顧客に売り戻す有償受給取引につい

て、従来は原材料等の仕入価格を含めた総額で収益を認識しておりましたが、加工代相当額のみを純額で収益を

認識する方法に変更しております。

・従来は営業外費用で計上しておりました売上割引について、売上高から控除する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は7,752千円、売上原価は7,043千円、営業外費用は458千円、

営業利益は708千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は250千円それぞれ減少しております。なお、利益

剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

　また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　令和２年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載して

おりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　令和元年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える

影響はありません。
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（追加情報）

　前連結会計年度の有価証券報告書（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定に

ついて、当第１四半期連結会計期間においても変更は不要と判断しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　１　電子記録債権割引高

 
前連結会計年度

（令和３年12月31日）
当第１四半期連結会計期間
（令和４年３月31日）

電子記録債権割引高 82,050千円 20,000千円

 

※２　期末日満期手形及び電子記録債権

　四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって

決済処理をしております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及

び電子記録債権が前連結会計年度末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（令和３年12月31日）
当第１四半期連結会計期間
（令和４年３月31日）

受取手形 2,123千円 －千円

電子記録債権 57,971 －

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 令和３年１月１日
至 令和３年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 令和４年１月１日
至 令和４年３月31日）

減価償却費 33,688千円 32,771千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　令和３年１月１日至　令和３年３月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

令和３年３月30日

定時株主総会
普通株式 30,937 25  令和２年12月31日  令和３年３月31日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　令和４年１月１日至　令和４年３月31日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

令和４年３月30日

定時株主総会
普通株式 37,121 30  令和３年12月31日  令和４年３月31日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループ(当社及び連結子会社)は、電子部品の製造・販売及び付帯事業の単一セグメントであるため、記

載を省略しております。

 

（収益認識関係）

　当社グループは、電子部品の製造・販売及び付帯事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を

製品群別に分解した情報は以下のとおりであります。

（単位：千円）

 

当第１四半期連結累計期間

（自　令和４年１月１日

　　至　令和４年３月31日）

　抵抗器 429,707

　ポテンショメーター 170,334

　ハイブリッドＩＣ 363,891

　電子機器 681,571

　顧客との契約から生じる収益 1,645,503

　その他の収益 －

　外部顧客への売上高 1,645,503

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　令和３年１月１日
至　令和３年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　令和４年１月１日
至　令和４年３月31日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損

失（△）
14円44銭 △３円11銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社

株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）
17,873 △3,849

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失

（△）（千円）

17,873 △3,849

普通株式の期中平均株式数（千株） 1,237 1,237

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  
 

 令和７年４月30日

株式会社日本抵抗器製作所

取締役会　御中 
 

仰星監査法人

東京事務所

指定社員
業務執行社員 公認会計士 吉岡　　礼

  

指定社員
業務執行社員 公認会計士 中山　孝一

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社日本抵

抗器製作所の令和４年１月１日から令和４年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（令和４年１月１日

から令和４年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（令和４年１月１日から令和４年３月31日まで）に係る訂正後

の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記

について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日本抵抗器製作所及び連結子会社の令和４年３月31日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

その他の事項

　四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、

当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して令和４年５月12日に四半期レビュー報告書を提出しているが、当該

訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
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認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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